
令 和 ８ 年 度  喜 界 町 地 域 お こ し 協 力 隊（ 学 生 寮 コ ー デ ィ ネ ー タ ー ）

募 集 要 項  

 

喜 界 町 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 よ り 、 全 国 か ら 鹿 児 島 県 立 喜 界 高 等 学

校 （ 以 下 「 喜 界 高 校 」 と い う 。 ） へ の 入 学 を 希 望 す る サ ン ゴ 留 学

生 の た め の 寮 を 開 設 し ま し た 。 ま た 、 令 和 8 年 度 か ら は 、 喜 界 島

に 縁 の あ る 生 徒 を 受 入 れ る 「 ふ る さ と 留 学 」 を 開 始 し ま す 。  

２ つ の 留 学 生 が よ り 良 い 高 校 生 活 を 送 れ る よ う 、 寮 で の 生 活 を

支 援 ・ 調 整 す る 会 計 年 度 任 用 職 員 を 、 地 域 お こ し 協 力 隊 と し て 募

集 し ま す 。  

 

１  試 験 区 分  

  地 域 お こ し 協 力 隊 （ 会 計 年 度 任 用 職 員 ）  １ 名  

 

２  求 め る 人 物 像  

(１ ) 人 と 関 わ る こ と が 好 き で 、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 大 切 に

で き る 方  

(２ ) 料 理 が 好 き 、 ま た は 食 の サ ポ ー ト に 意 欲 が あ る 方  

(３ ) こ れ ま で の 経 験 を 生 か し て 学 生 の 成 長 を 支 援 で き る 方  

(４ ) 保 護 者 や 関 係 機 関 と 円 滑 に 連 携 で き る 方  

 

３  主 な 業 務 内 容  

(１ ) 留 学 生 の 生 活 全 般 の サ ポ ー ト  

(２ ) 喜 界 高 校 、 留 学 生 の 保 護 者 、 喜 界 町 役 場 と の 連 携 ・ 調 整  

(３ ) 地 域 住 民 と 留 学 生 と の 交 流 促 進  

(４ ) Ｓ Ｎ Ｓ 等 を 活 用 し た 情 報 発 信 業 務  

(５ ) 調 理 員 不 在 時 の 調 理 業 務  

 

４  応 募 資 格  

(１ ) 次 の い ず れ か に 該 当 す る 方  

ア  喜 界 町 に 住 所 を 有 し な い 方 か つ 離 島 振 興 法 (昭 和 28 年

法 律 第 72 号 )、 奄 美 群 島 振 興 開 発 特 別 措 置 法 (昭 和 29 年

法 律 第 189 号 )、山 村 振 興 法 (昭 和 40 年 法 律 第 64 号 )、小

笠 原 諸 島 振 興 開 発 特 別 措 置 法 (昭 和 44 年 法 律 第 79 号 )、

半 島 振 興 法 (昭 和 60 年 法 律 第 63 号 )、 過 疎 地 域 自 立 促 進

特 別 措 置 法 (平 成 12 年 法 律 第 15 号 )又 は 沖 縄 振 興 特 別 措

置 法 (平 成 14 年 法 律 第 14 号 )に 規 定 す る 対 象 地 域 又 は 指

定 地 域 を 有 す る 市 区 町 村 (地 方 自 治 法 (昭 和 22 年 法 律 第 67

号 )第 252 条 の 19 第 1 項 に 規 定 す る 指 定 都 市 を 除 く 。)に

住 所 を 有 し な い 方  

イ  ２ 年 以 上 ３ 年 以 内 の 地 域 お こ し 協 力 隊 経 験 を 有 し 、 か

つ 、地 域 お こ し 協 力 隊 の 解 任 の 日 か ら 1 年 以 内 の 方 (ア に

該 当 す る 者 を 除 く 。 ) 



 (２ ) 普 通 自 動 車 運 転 免 許 を 持 っ て い る 方 。  

(３ ) パ ソ コ ン （ ワ ー ド ・ エ ク セ ル 等 ） の 操 作 及 び Ｓ Ｎ Ｓ 等 を

活 用 し た 情 報 発 信 に 素 養 の あ る 方  

(４ ) 次 の い ず れ に も 該 当 し な い 方  

ア  成 年 被 後 見 人 又 は 被 保 佐 人  

イ  禁 固 以 上 の 刑 に 処 さ れ 、 そ の 執 行 を 終 え る ま で 又 は そ の

執 行 を 受 け る こ と が な く な る ま で の 方  

ウ  公 務 員 等 と し て 懲 戒 免 職 の 処 分 を 受 け 、 当 該 処 分 の 日 か

ら ２ 年 を 経 過 し な い 方  

エ  日 本 国 憲 法 施 行 の 日 以 後 に お い て 、 日 本 国 憲 法 又 は そ の

下 に 成 立 し た 政 府 を 暴 力 で 破 壊 す る こ と を 主 張 す る 政 党 そ

の 他 の 団 体 を 結 成 し 、 又 は こ れ に 加 入 し た 方  

(５ ) 喜 界 町 地 域 お こ し 協 力 隊 イ ン タ ー ン （ 学 生 寮 コ ー デ ィ

ネ ー タ ー ） を 修 了 し た 方 。  

 

５  勤 務 条 件  

雇 用 期 間  採 用 日 ～ 令 和 ８ 年 ３ 月 31 日 （ 最 大 ３ 年 間 更 新 可 ）  

報 酬  日 額 8,400 円  

今 後 の 給 与 改 定 等 の 状 況 に よ っ て は 、支 給 額 が 増 減 す

る こ と が あ り ま す 。 期 末 ・ 勤 勉 手 当 支 給 あ り 。  

社 会 保 険

等  

健 康 保 険 、 厚 生 年 金 保 険 、 雇 用 保 険 が 適 用 さ れ ま す 。 

災 害 補 償  公 務 上 の 災 害 又 は 通 勤 に よ る 災 害 に つ い て の 補 償 制

度 が あ り ま す 。  

勤 務 時 間  原 則 と し て 週 ５ 日 の １ 日 ６ 時 間 （ 8:30～ 15:30）  

た だ し 、 業 務 の 都 合 上 変 則 勤 務 の 場 合 が あ り 、 早 番 ・

遅 番 等 の 変 則 勤 務 有 り 。  

早 番  ７ 時 ３ ０ 分 ～ １ ４ 時 ３ ０ 分  

遅 番 １ ４ 時 ３ ０ 分 ～ ２ １ 時 ３ ０ 分  

※ す べ て 休 憩 １ 時 間 を 含 む  

休 日  原 則 と し て 、 祝 日 及 び 年 末 年 始  

休 暇  採 用 か ら 半 年 後 に 10 日 間 の 年 休 支 給  

服 務  本 町 の 地 域 お こ し 協 力 隊 は 、地 方 公 務 員 法 の 服 務 に 関

す る 各 規 定 が 適 用 さ れ ま す 。  

そ の 他  ・ 住 居 は 喜 界 町 が 斡 旋 し た 物 件 に 居 住 す る 場 合 に 限

り 、家 賃 は 無 償 で 入 居 で き ま す 。た だ し 、光 熱 水 費

は 隊 員 負 担 と な り ま す 。  

・ 活 動 に 使 用 す る パ ソ コ ン ・ 車 ・ 備 品 は 、 喜 界 町 が 準

備 し ま す 。  

※ 車 は 自 家 用 車 を 使 用 す る こ と も 可 能 で す 。  

※ 家 賃 ・ パ ソ コ ン ・ 車 ・ 備 品 は 活 動 費 か ら 捻 出 さ れ ま

す 。 （ 必 要 な 場 合 の み ）  



・ 隊 員 の 転 入 等 に 係 る 費 用 は 、 隊 員 負 担 と な り ま す 。 

・ そ の 他 、待 遇 等 に 関 す る 事 項 は 、そ の 都 度 協 議 し て

決 定 し ま す 。  

 

６  試 験 の 日 時 及 び 場 所  

  書 類 審 査 ： イ ン タ ー ン 実 施 前 に 実 施  

  ※ 地 域 お こ し 協 力 隊 と イ ン タ ー ン の 申 込 書 は 同 一  

  面 接 試 験 ： イ ン タ ー ン 期 間 中 に 実 施  

   

７  試 験 の 内 容  

試 験 の 方 法  内 容  

書 類 審 査  申 込 書 等 に よ

る 書 類 審 査  

志 望 動 機 、 自 己 PR、 資 格 ・ 免 許 、

経 歴 等  

小 論 文  

テ ー マ  

「 離 島 に あ る 高 校 の 役 割 と 地 域 の

つ な が り に つ い て 」 （ 800 字 程 度 ） 

面 接 試 験  個 別 面 接  

※ 原 則 対 面 で

の 実 施  

主 に 人 物 、 見 識 、 職 務 適 正 等 を 評

価  

※ イ ン タ ー ン 期 間 中 に 実 施 し 、 最

終 日 に 文 書 に て 通 知  

 

８  受 験 手 続  

申

請

書

の

入

手

方

法  

喜 界 町 HP 申 込 書 （ Ａ ４ サ イ ズ ）  

＊ 縮 小 や 拡 大 を せ ず に １ 枚 の 紙 に 両 面 印 刷

す る こ と 。  

喜 界 町 の 機 関

で の 入 手  
企 画 観 光 課 （ 喜 界 町 役 場 ２ 階 ）  

郵 送 に よ る 請

求  
封 筒 の お も て に「 喜 界 町 地 域 お こ し 協 力 隊 兼

イ ン タ ー ン（ 学 生 寮 コ ー デ ィ ネ ー タ ー ）申 込

書 請 求 」と 朱 書 き し 、裏 に 請 求 者 の 住 所・氏

名 を 明 記 し 、 120 円 切 手 を は っ た 郵 便 番 号 ・

あ て 先 明 記 の 返 信 用 封 筒 を 同 封 し て 、喜 界 町

役 場 企 画 観 光 課 あ て に 請 求 し て く だ さ い 。  

申

込

方

法  

提 出 書 類  申 込 書  

１ 申 込 書（ 両 面 ）の 必 要 事 項 を 記 入（ す べ て

自 書 ） し て 署 名 押 印 し て く だ さ い 。  



２ 写 真 (タ テ ４ ㎝ ×ヨ コ ３ ㎝ )を 、申 込 書 に 貼

っ て く だ さ い 。  

３ 小 論 文  

テ ー マ「 離 島 に あ る 高 校 の 役 割 と 地 域 の つ

な が り に つ い て 」（ 800 字 程 度 、様 式 は 問

わ な い ）  

申 込 先  〒 891-6292 

鹿 児 島 県 大 島 郡 喜 界 町 湾 1746 番 地  

喜 界 町 役 場 企 画 観 光 課  統 計 係  宛  

※ 申 込 書 を 折 ら ず に 、簡 易 書 留 又 は 特 定 記 録

で 郵 送 し て く だ さ い 。  

※ 簡 易 書 留 又 は 特 定 記 録 に よ ら な い 場 合 の

事 故 等 に つ い て は 、 責 任 を 負 い ま せ ん 。  

※ 申 込 書 以 外 の も の は 同 封 し な い で 下 さ い 。 

※ 封 筒 の お も て に「 喜 界 町 地 域 お こ し 協 力 隊

兼 イ ン タ ー ン 応 募 」 と 朱 書 し て 下 さ い 。  

※ 持 参 さ れ る 場 合 は 、喜 界 町 役 場 ２ 階 企 画 観

光 課 へ お 越 し く だ さ い 。（ 受 付 時 間：午 前

８ 時 30 分 ～ 午 後 ５ 時 15 分（ 土 曜 日 、日 曜

日 及 び 祝 日 を 除 く 。 ）  

 

９  申 込 受 付 期 間  

  令 和 8 年 1 月 15 日 （ 木 ） か ら 令 和 8 年 3 月 31 日 （ 火 ） ま で  

 午 前 ８ 時 30 分 か ら 午 後 ５ 時 15 分 ま で （ 土 曜 日 、 日 曜 日 及 び

祝 日 を 除 く 。 ）  

※ 受 付 は 随 時 行 い 、 採 用 者 が 決 定 次 第 、 申 込 を 締 切 り ま す 。  

 

10 合 格 発 表  

   合 格 者 が 決 定 次 第 、 掲 示 板 に 掲 示 す る ほ か 、 文 書 で 通 知 し ま

す 。  
 
11 そ の 他  

採 用 試 験 に つ い て の 問 い 合 わ せ は 、  
〒 891－ 6292 鹿 児 島 県 大 島 郡 喜 界 町 湾 1746 番 地  
喜 界 町 役 場  企 画 観 光 課   TEL 0997-65-3683 


